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監 査 結 果 報 告 公 表 

新潟県監査基準（令和２年２月25日監査委員決定）に準拠し、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１

項、第２項及び第４項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を

次のとおり公表する。 

令和６年６月21日 

新潟県監査委員 八 木 浩 幸 

新潟県監査委員 小 島 義 徳 

新潟県監査委員 小 島   晋 

新潟県監査委員 樺 澤   尚 

１ 監査の対象 

 地方自治法第199条第１項に規定する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに同条第２項に 

規定する事務の執行（以下「財務事務の執行等」という｡)を対象として監査を実施した。 

２ 監査の着眼点（評価項目） 

  監査委員による監査は、財務事務の執行等が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるよう 

にし、その組織及び運営の合理化に努めているかといった観点から監査するものである。 

３ 監査の実施内容 

  財務事務の執行等について、新潟県監査基準に基づき、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確 

認するなどの方法により監査を実施した。また、その他の監査等において得られた知見を利用した。 

４ 監査の結果 

  財務事務の執行等について、上記のとおり監査した限りにおいて、概ね適正に行われているが、一部におい

て是正又は改善を要する事項等が認められた。 

【監査結果の区分（是正又は改善を要する事項等）】 

区　分 内　　容

指摘事項 　明らかに違法又は不当なもの、著しく不経済な行為又は著しい損害が生じているもの　等

注意事項 　是正又は改善を要する事項で、指摘事項までに至らないもの

検討事項
　指摘事項、注意事項に該当しないが、行政行為の経済性・効率性・有効性や行政目標・達
成手段の妥当性等に関して是正、改善の検討を求めるもの

 

監査対象所属ごとの監査結果は、次のとおりである。 
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普通会計
(総務部)

対象年度 対象期間

令和６年２月21日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

(防災局)

対象年度 対象期間

令和６年２月21日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

(福祉保健部)

対象年度 対象期間

令和６年３月４日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

(産業労働部)

対象年度 対象期間

令和６年３月５日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

(観光文化スポーツ部)

対象年度 対象期間

令和６年２月22日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

近代美術館万代島美術館 　適正と認めた。

　　同　　　上

三条テクノスクール 　適正と認めた。

　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

消防学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

精神保健福祉センター 　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

自治研修所 　適正と認めた。

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等
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(農林水産部)

対象年度 対象期間

令和６年５月14日 令和４年度 令和５年３月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和６年２月29日まで

令和６年５月14日 令和４年度 令和５年３月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和６年２月29日まで

令和６年３月７日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

(三条地域振興局)

対象年度 対象期間

令和６年１月19日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

健康福祉環境部 　適正と認めた。

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　交通事故に関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項
　物品の管理に関する事項

中央家畜保健衛生所佐渡
支所

　適正と認めた。

　　同　　　上

農業総合研究所高冷地農
業技術センター

　適正と認めた。

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

妙法育成牧場 　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

（指摘事項）
１　生活保護費返還金（生活保護法第63条
　関係）について、令和５年10月31日現在、
　過年度調定分４件2,158,088円が未納と
　なっていた。
　　未納額の早期収納に努められたい。

２　生活保護費徴収金（生活保護法第78条
　関係）について、令和５年10月31日現在、
　過年度調定分228件10,458,752円が未納と
　なっていた。
　　未納額の早期収納に努められたい。

３　特別児童扶養手当について、その再認定
　通知書等が郵送過程で所在不明となった事
　案があった。
　　個人情報の取扱いに留意し、再発防止の
　徹底に努められたい。
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(教育庁)

対象年度 対象期間

令和６年１月29日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月15日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月15日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月15日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月８日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月21日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年１月29日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年３月14日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年３月21日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年３月15日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

　　同　　　上

（指摘事項）
　高等学校等就学支援金関係書類が郵送過程
で所在不明となった事案があった。正徳館高
等学校としては教育庁財務課へ書類を送付し
た認識とのことだが、教育庁財務課では書類
を確認できなかった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹
底に努められたい。

見附高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

小千谷西高等学校 　　同　　　上

　適正と認めた。

村松高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

正徳館高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

新潟北高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　交通事故に関する事項

新潟工業高等学校 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

　　同　　　上

生涯学習推進センター 　　同　　　上

　　同　　　上

文書館 　　同　　　上

教育センター 　適正と認めた。

　　同　　　上

県立図書館 　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等
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令和６年２月28日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年３月14日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年３月15日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月２日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月２日 令和４年度 令和５年２月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月26日 令和４年度 令和５年２月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月27日 令和４年度 令和５年２月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年３月21日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年３月14日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月15日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月８日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

　　同　　　上

新潟県立幼稚園 　　同　　　上

　　同　　　上

　　同　　　上

月ヶ岡特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

佐渡特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

佐渡中等教育学校 （注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

　適正と認めた。

新潟よつば学園 　　同　　　上

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

海洋高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

佐渡総合高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

柏崎総合高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　徴収金会計に関する事項

高田農業高等学校 　適正と認めた。

小出高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

柏崎常盤高等学校 　　同　　　上
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(警察本部)

対象年度 対象期間

令和６年２月29日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

新潟警察署 　適正と認めた。

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


